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本社移転及び定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を第 44 期定時株主総会に付議すること、及び前

記の定款の一部変更が承認されることを条件として、本店所在地を移転することを決定いたしましたので、以下のとお

りお知らせいたします。 

 

記 
 

１． 本社機能移転について 

(１)移転の時期 

本社移転日  2024年９月（予定） 

 

(２)移転先住所 

埼玉県上尾市（現当社上尾本部ビル） 

※上尾市土地区画整理事業区域内の土地であり、本社移転日までに換地処分が行われる予定です。 

移転先の詳細な住所につきましては、換地処分後に改めてお知らせいたします。 

 

(３)移転の目的 

当社は 2023 年８月に業務効率及び生産性の向上を図ることを目的として、本社機能を、営業部門及び建

設部門のある埼玉県上尾市の拠点に移転しておりました。この度、2024 年５月 17 日に公表しております本

社建物の譲渡の決定を受け、登記上の本店所在地に関しても変更を行うものであります。 

なお、本社建物譲渡先との賃貸借契約に基づき、当社による本社建物の一部使用は登記上の本店所在地

の移転時期までは継続いたします。 

 

２．定款の一部変更について 

(１)定款変更の目的 

本店の所在地を埼玉県さいたま市から埼玉県上尾市に変更するものであります。なお、本変更につきま

しては、第 45 期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じ

るものとし、その旨附則を設けるものであります。また、本附則は本店移転日経過後にこれを削除するもの

といたします。 
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(２)定款変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております） 

現行定款 変更案 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を埼玉県さいたま市に置

く。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を埼玉県上尾市に置く 

 

附則 

第１条 定款第３条（本店の所在地）の変更は、第

45 期定時株主総会までに開催される取締役会におい

て決定する本店移転日をもって効力を生ずるものと

し、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを

削除する。 

 

(３)定款変更の日程 

第44期定時株主総会開催日    2024年６月27日（木曜日） 

定款変更の効力発生日（予定）  第 45 期定時株主総会までに開催される取締役会において決定される

本店移転日をもって効力を生ずるものとする。 

 

 

以 上 


